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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面処理鋼帯からなるウェブ材及びフランジ材を所定の横断面形状となるように組み合
わせて溶接する圧接工程、この溶接により形成された溶接ビードを整形するビード整形工
程、及び整形されたビード形状を該溶接ビードの長手方向について検査するビード形状検
査工程をこの順で連続的に経た後に整形された溶接ビード及びその近傍に吹き付け塗装を
行うことによって溶接形鋼を製造する方法であって、
　整形された前記溶接ビード部の近傍に塗装不良が発生しない溶接ビードの整形後の目標
形状を、前記整形後の溶接ビードの噛み出し量が0.5mm以下となる形状として予め定めて
おき、前記ビード形状検査工程による前記長手方向へのビード形状検査の結果を基に、該
溶接ビードの整形後の前記長手方向の各部の形状が該目標形状となるように、前記ウェブ
材及びフランジ材の長手方向の各部の溶接条件を調整すること
を特徴とする溶接形鋼の製造方法。
【請求項２】
　前記溶接条件は、溶接電流、溶接を行われる前のウェブ材に対するプリアプセット量又
は溶接の際における溶接アプセット量のうちの１つ又は２つ以上の組合せである請求項１
に記載された溶接形鋼の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、例えば溶接Ｈ形鋼等の溶接形鋼の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば溶接Ｈ形鋼は、熱延鋼帯や表面処理鋼帯からなるウェブ材及びフランジ材をＨ形
の横断面形状となるように組み合わせて高周波溶接を行うことによって製造される。ウェ
ブ材及びフランジ材が表面処理鋼帯からなる溶接Ｈ形鋼の場合には、溶接時の入熱により
、溶接によって凸状に形成された溶接ビード部及びその近傍のめっき被膜が溶融してしま
うために、高周波溶接を行った後にさらに、溶接ビード部及びその近傍の防錆処理として
防錆塗料の吹き付け塗装が行われる。吹き付け塗装を用いるのは、溶射やパテ塗り等の吹
き付け塗装以外の他の手段に比較して、前処理無しで製造工程内で低コストで、さらには
良好な外観品質で行うことができるからである。
【０００３】
  図６は、ウェブ材１及びフランジ材２の接合部に形成された溶接ビード３に吹き付け塗
装装置４を用いて吹き付け塗装を行う状況を、模式的に示す説明図である。
【０００４】
　しかし、この溶接ビード３の近傍には、溶接により凸状に形成された溶接ビード３の高
さや幅が吹き付け塗装の障害となって、吹き付け塗装装置４の吹き付け位置をどのように
変更しても、必要な膜厚の塗膜６が形成されない塗装不良部５が不可避的に発生する。こ
のような塗装不良部５は、早期に錆を発生する起点となる。
【０００５】
　また、溶接ビード３には、その高さや幅が長手方向へ周期的に変化するビード波が発生
するとともに、その表面には凹凸も発生する。このような溶接ビード３の形状の長手方向
への変動にも起因して、溶接ビード３には、吹き付け塗装の膜厚が目標値に達しなくなる
箇所も生じる。
【０００６】
　そこで、特許文献１には、溶接を行う圧接ロールの下流に、溶接ビードを圧潰して整形
するためのビード整形ロールを配置しておき、このビード整形ロールを用いて、溶接直後
の500 ～1200℃の赤熱状態にある溶接ビードを圧潰する発明が開示されている。図７は、
この発明により圧潰された溶接ビード３の状況を示す説明図である。
【０００７】
　また、特許文献２には、ビード整形ロールを圧接ロールと同一線上に配置して、溶接ビ
ードを整形する発明が開示されている。
【特許文献１】特開昭56－62682 号公報
【特許文献２】特開昭58－103976号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、これらの従来の発明によっても、溶接ビード３の近傍に形成される塗装不良部
５を完全に解消することはできなかった。
【０００９】
  例えば、特許文献１により開示された発明によれば、図７に示すように、塗装不良部５
は縮小される。しかし、図８に示すように、塗装不良部５が完全に解消されて塗装不良部
５がなくなるわけではない。このため、特許文献１により開示された発明によっても溶接
ビード３の近傍における錆の発生を完全に解消できなかった。特許文献２により開示され
た発明によっても事情は同じである。
【００１０】
　本発明の目的は、例えば溶接Ｈ形鋼等の溶接形鋼の品質を向上することができる溶接形
鋼の製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
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　本発明は、表面処理鋼帯からなるウェブ材及びフランジ材を所定の横断面形状となるよ
うに組み合わせて溶接する圧接工程、この溶接により形成された溶接ビードを整形するビ
ード整形工程、及び整形されたビード形状をこの溶接ビードの長手方向について検査する
ビード形状検査工程をこの順で連続的に経た後に、整形された溶接ビード及びその近傍に
吹き付け塗装を行うことによって溶接形鋼を製造する方法であって、整形された溶接ビー
ド部の近傍に塗装不良が発生しない溶接ビードの整形後の目標形状を、前記整形後の溶接
ビードの噛み出し量が0.5mm以下となる形状として予め定めておき、ビード形状検査工程
による、溶接ビードの長手方向へのビード形状検査の結果を基に、溶接ビードの整形後の
、溶接ビードの長手方向の各部の形状が目標形状となるように、ウェブ材及びフランジ材
の長手方向の各部の溶接条件を調整することを特徴とする溶接形鋼の製造方法である。
【００１２】
　この本発明に係る溶接形鋼の製造方法では、溶接条件が、溶接電流、溶接を行われる前
のウェブ材に対するプリアプセット量又は溶接の際における溶接アプセット量のうちの１
つ又は２つ以上の組合せであることが望ましい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明により、例えば溶接Ｈ形鋼等の溶接形鋼の品質を向上することができる溶接形鋼
の製造方法を提供することができた。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
  以下、本発明に係る溶接形鋼の製造方法の実施の形態を、添付図面を参照しながら詳細
に説明する。なお、以降の説明では、溶接形鋼が溶接Ｈ形鋼である場合を例にとるが、本
発明は溶接Ｈ形鋼に限定されるものではなく、例えば溶接Ｔ形鋼等の溶接Ｈ形鋼以外の他
の溶接形鋼についても同様に適用される。
【００１５】
  図１は、本実施の形態で用いる溶接Ｈ形鋼11の製造装置10の構成を模式的に示す説明図
である。溶接Ｈ形鋼11は、溶融亜鉛めっき鋼帯などの表面処理鋼帯からなるウェブ材およ
びフランジ材を母材として、これらを横断面がＨ形となるように組み合わせて高周波溶接
により溶接される。
【００１６】
  同図に示すように、この製造装置10は、プリアプセット装置12、面取り装置13、給電装
置14、圧接装置15、ビード整形装置16ならびに吹き付け塗装装置 (図示しない) を備えて
いる。そこで、これらの構成要素について順次説明する。
【００１７】
 (i)プリアプセット装置12
　プリアプセット装置12は、例えば１対のフラットロール (又は孔型ロール)12aを１組ま
たは複数組 (図示例では２組) をタンデムに配置した構造である。プリアプセット装置12
は、フランジ材11b との溶着幅を大きく確保するために、ウェブ材11a の端部を幅方向に
押圧することにより、その端部11a'を膨らませるものである。この際、１対のフラットロ
ール12a によるウェブ材11a の幅方向圧下量を「プリアプセット量」という。
【００１８】
 (ii) 面取り装置13
　面取り装置13は、例えば１対の孔型ロール13a により構成される。この１対の孔型ロー
ル13a によりプリアプセットされたウェブ材11a の端部11a'を押圧することにより、端部
11a'の面取りを行う。
【００１９】
 (iii)給電装置14
　給電装置14は、給電子14a,14a と高周波電源 (図示しない) とから構成される。給電子
14a,14a は、ウェブ材11a 及びフランジ材11b,11b にそれぞれ当接し、高周波電源からウ
ェブ材11a 及びフランジ材11b,11b に高周波電流 (溶接電流) を通電することにより、ウ
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ェブ材11a 及びフランジ材11b,11b を1300～1400℃程度に加熱した後、例えば、一対の太
鼓状ロール14b,14b を備えた圧接装置によりウェブ材11a の端部をフランジ材11b,11b に
圧接する。この際、圧接装置によるウェブ材11a の幅方向圧下量を「溶接アプセット量」
という。
【００２０】
 (iv) ビード整形装置16
  ビード整形装置16は、例えば、圧接により発生した溶接ビードを押圧して整形するため
に溶接ビードに対向して円弧状あるいは平坦状の整形部16a',16b' を備えたタイヤ状のロ
ール16a,16b を備える。ロール16a,16b は、本実施の形態では溶接完了点から50～200mm 
の位置に配置される。
【００２１】
　整形部16a',16b' の幅は、所定の溶接品質を得ることができるようにウェブ材11a の厚
みに応じて、経験的に決定すればよい。
【００２２】
　このタイヤ状のロール16a,16b は、ウェブ材11a に対して接近及び離隔できるように移
動自在に配置される。ロール16a,16b のロール軸は、ウェブ材11a に対して30～60°の傾
斜角度を有するように配置される。ロール16a,16b によるビード整形では、整形部16a',1
6b' の両縁部がウェブ材11a とフランジ材11b,11b とから適正距離離れた状態の所定の位
置にロール16a,16b を固定配置することにより、圧接溶接により生じた溶接ビードをロー
ル16a,16b の整形部16a',16b' により押圧し、整形することができる。
【００２３】
  図２は、ロール16a の先端部を拡大して示す説明図である。図２に示すように、整形部
16a'の縁部とウェブ材11a との距離および整形部16a'の縁部とフランジ材11b との距離は
、0.5 ～1.Omm とすることが望ましい。
【００２４】
 (v)吹き付け塗装装置 (図示しない) 
　吹き付け塗装装置 (図示しない) は、ビード整形装置16及び後述するビード検出装置の
下流に配置され、例えば、樹脂に防錆顔料を添加した防錆塗料を整形後の溶接ビードに吹
き付けるためのノズルを溶接ビードに対向して備える。このノズルから整形後の溶接ビー
ドに塗料が吹き付けられ、溶接ビードを覆うように塗膜が形成される。
【００２５】
  本実施の形態で用いる溶接Ｈ形鋼11の製造装置10は、以上のように構成される。次に、
この製造装置10を用いて溶接Ｈ形鋼11を製造する状況を説明する。
【００２６】
  本実施の形態では、プリアプセット装置12による端部11a'の膨出整形と、面取り装置13
による端部11a'の面取りとを行われたウェブ材11a と、フランジ材11b,11b とをＨ形の横
断面形状となるように組み合わせてから、給電装置14及び圧接装置15を用いて溶接し、溶
接により形成された溶接ビードをビード整形装置16により整形した後に、整形された溶接
ビード及びその近傍に吹き付け塗装を行うことによって溶接形鋼を製造する。
【００２７】
  この際、本実施の形態では、整形された溶接ビードの近傍に塗装不良が発生しない溶接
ビードの整形後の目標形状を予め定めておき、溶接ビードの整形後の形状が目標形状とな
るように、ウェブ材11a 及びフランジ材11b,11b の溶接条件を調整する。この理由を以下
に説明する。
【００２８】
  図３(a) ～図３(c) は、整形された溶接ビード17の形状例を示す説明図である。
【００２９】
　図３(b) に示すように、高周波溶接により生じる溶接ビード17をビード整形装置16を用
いて押圧整形し、押圧整形された後の溶接ビード17の幅がロール16a,16b の整形部16a',1
6b' の幅w より大きいと、溶接ビード17の噛み出し部17a が生じる。この噛み出し部17a 
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の量が過大であると塗料の吹き付けが不十分となり、錆が発生し易い。
【００３０】
  また、図３(c) に示すように、ビード整形装置16を用いて押圧整形された後の溶接ビー
ド17の幅がロール16a,16b の幅w より小さいと、溶接ビード17とウェブ11a との間、溶接
ビード17とフランジ11b との間に隙間18が生じる。この隙間18の幅 (フランジ又はウェブ
延設方向距離) が過大、例えば隙間18が0.2mm 超になると隙間18への塗料の吹き付けが不
十分となり、錆が発生し易い。
【００３１】
  これに対し、図３(a) に示すように、溶接ビード17の隙間が0.2mm 以下であれば、吹き
付けにより溶接ビード17を塗料で完全に覆うことが可能となり、錆の発生を防止できる。
また、片側の噛み出し量が0.5mm 以下であれば、上述した図８に示すように、吹き付けに
より溶接ビード17を塗料で覆うことが可能となり、溶接ビード17の近傍からの錆の発生を
防止できる。
【００３２】
  図４は、溶接入熱、溶接アプセット量又はプリアプセット量の値が、形成される溶接ビ
ードの体積に及ぼす影響を調べた結果を示すグラフである。同図にグラフで示すように、
溶接ビードの噛み出し量やビードの隙間は、溶接条件、例えば溶接入熱 (溶接出力) 、溶
接アプセット量又はプリアプセット量の一つ以上を変更することによって変化させること
ができる。
【００３３】
  このため、溶接ビードの噛み出し量や溶接ビードの隙間が適正な範囲となって溶接ビー
ドの塗装不良を発生しないように、溶接入熱、溶接アプセット量又はプリアプセット量の
一つ以上からなる溶接条件を調整することによって、溶接ビードを塗膜で効果的に覆うこ
とが可能となり、これにより、溶接ビードの近傍からの錆の発生を解消することができる
。
【００３４】
　以上の理由により、本実施の形態では、整形された溶接ビードの近傍に塗装不良が発生
しない溶接ビードの整形後の目標形状を予め定めておき、溶接ビードの整形後の形状が目
標形状となるように、ウェブ材11a 及びフランジ材11b,11b の溶接条件を調整する。
【００３５】
  例えば、目標形状は、図５に示すように、整形後の溶接ビードの噛み出し量が片側で0.
5mm 以下で、かつ、溶接ビードの隙間を0.2mm 以内とする。そして、整形後の溶接ビード
形状が目標値となるように溶接条件を微調整して、溶接形鋼11を製造する。本実施の形態
では、溶接条件として溶接出力を微調整した。
【００３６】
　整形後の溶接ビードの形状が目標値となるか否かは、目視やカメラ等のビード検出装置
を用いた観察が可能である。溶接ビードの隙間が過大である場合には、溶接電流を大きく
設定するか、又はプリアプセット量や溶接アプセット量を大きく設定すればよい。これと
は異なり、噛み出し量が過大である場合には、溶接電流を小さく設定するか、又はプリア
プセット量や溶接アプセット量を小さく設定すればよい。
【００３７】
  なお、溶接電流、プリアプセット量又は溶接のアプセット量の設定値の変更は、整形後
の溶接ビードの形状の測定結果に基づいて、自動で行うようにしてもよいし、手動で行う
ようにしてもよい。
【００３８】
  このように、本実施の形態によれば、塗装される時点における溶接ビードは塗装不良を
生じない形状になっているので、塗装不良部がなくなり、溶接ビードの近傍における錆の
発生を完全に解消できる。これにより、溶接Ｈ形鋼の品質を向上することができる。
【実施例１】
【００３９】
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  さらに、本発明を実施例を参照しながら詳細に説明する。
【００４０】
　図１に示す製造装置10を用いて、以下に列記する条件及び方法で溶接Ｈ形鋼を製造した
。
【００４１】
　Ａ. 条件
 (1)表面処理鋼帯：Z27(JIS G 3302の非合金等厚めっき付着量の表示記号) の溶        
          融亜鉛めっき鋼板
                  ウェブ材11b の厚：3.2mm 、フランジ材11a の厚：4.5mm 
 (2)製品11の寸法： 200×100 ×3.2/4.5(mm) 
 (3)プリアプセット装置12：フラットロール、プリアプセット量２mm (両側) 
 (4)面取り装置13：孔型ロール
 (5)高周波電源：周波数360kHz、加熱温度：約1300℃、溶接電流 (１次側):30A(基準) 
 (6)給電子14a ：ウェブ材とフランジ材の双方に当接
 (7)圧接装置15：太鼓型ロール14b の溶接アプセット量４mm (両側) 
 (8)ビード整形装置16：図１に示す平坦状の整形部16a'を備えたロール16a 
                      平坦状部の幅４mm
 (9)吹き付け塗装装置：エアースプレー方式、塗料：エポキシ樹脂に防錆顔料と        
              してりん酸アルミニウムを添加したもの。
【００４２】
　Ｂ. 方法
　プリアプセット加工と面取り加工を施したウェブ材11a とフランジ材11b 、11b と突き
合わせ、給電子14a 、14a を両部材に当接して通電することにより約1300℃に加熱し、圧
接ロール14b 、14b で圧接を行う。その後、整形部の縁部とウェブ材との距離および縁部
とフランジ材との距離を0.5 ～1.Omm の範囲の位置に固定配置されたビード整形ロール16
a 、16b を用いて、溶接ビードを押圧して整形する。その後、整形された溶接ビードに上
記塗料の吹き付け塗装を行い、溶接Ｈ形鋼を得る。その際、目視にて整形された溶接ビー
ドの形状を観察し、片側の噛み出し量が0.5mm 以下の形状となるように溶接電流を調節し
た。
【００４３】
　このようにして得られた溶接Ｈ形鋼に以下の防錆耐久試験を行い、防錆性能を評価した
。
【００４４】
 (防錆耐久試験：JASO M609(ISO 14993)) 
　塩水噴霧試験(2時間) →乾燥 (60℃×４時間) →湿潤 (98％湿度×50℃×2 時間) を１
サイクルとし、赤錆発生までのサイクル数を求める試験
　この結果、溶接ビードは、エポキシ樹脂により完全に覆われており、防錆耐久試験でも
、塗装膜厚20μｍの塗装でビード部は溶融亜鉛めっき鋼板とほぼ同等の防錆性能を示した
。
【００４５】
  このように、本実施例によれば、塗装不良部がなくなり、溶接ビードの近傍における錆
の発生を完全に解消できた。これにより、溶接Ｈ形鋼の品質を向上することができた。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】実施の形態で用いる溶接Ｈ形鋼の製造装置の構成を模式的に示す説明図である。
【図２】溶接ビードを圧潰するロールの先端部を拡大して示す説明図である。
【図３】図３(a) ～図３(c) は、整形された溶接ビードの形状例を示す説明図である。
【図４】溶接入熱、溶接アプセット量又はプリアプセット量の値が、形成される溶接ビー
ドの体積に及ぼす影響を調べた結果を示すグラフである。
【図５】溶接ビードの整形後の目標形状を示す説明図である。
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【図６】ウェブ材及びフランジ材の接合部に形成された溶接ビードに吹き付け塗装装置を
用いて吹き付け塗装を行う状況を、模式的に示す説明図である。
【図７】特許文献１により開示された発明により圧潰された溶接ビードの状況を示す説明
図である。
【図８】塗装不良部がなくなった状況を示す説明図である。
【符号の説明】
【００４７】
  10  製造装置
  11  溶接Ｈ形鋼
  11a ウェブ材
  11a'  端部
  11b フランジ材
  12  プリアプセット装置
  12a フラットロール (又は孔型ロール) 
  13  面取り装置
  13a 孔型ロール
  14  給電装置
  14a,14a 給電子
  14b,14b 太鼓状ロール
  15  圧接装置
  16  ビード整形装置
  16a,16b ロール
  16a',16b' 整形部

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】



(8) JP 4457595 B2 2010.4.28

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】



(9) JP 4457595 B2 2010.4.28

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開昭５８－１０３９７６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６１－１９９５８４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６２－２９２２７８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－１６４５４０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－０８７５３９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０２－１１４１１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２８５９５２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０２－０１５８９６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ２３Ｋ　　１３／０４　　　　
              Ｂ２３Ｋ　　１１／０８　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

